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平成２９年８月銚子市教育委員会定例会議事録 

 

１ 日  時 

 平成２９年８月２９日（火） 

   午後３時００分 開 会   午後３時２２分 閉 会 

 

２ 場  所 

銚子市役所 ３階庁議室  

 

３ 出席委員 

 教育長    石 川 善 昭 

委 員    八 角 憲 男 

委 員    鈴 木 猛 志 

委 員    大八木 鷹 次 

委 員    伊 藤 晴 美 

 

４ 出席職員 

教育部長       山口 重幸   教育総務課長     佐久間洋子 

学校教育課長     岡田幸太郎   生涯学習スポーツ課長  柴  紀充 

学校教育課課長補佐  井上 新治 学校教育課課長補佐  宇野  聡 

学校給食センター所長 宮内 俊行   生涯学習スポーツ課長補佐(兼文化会館長)菅谷浩三郎 

生涯学習スポーツ課長補佐(兼体育館長)飯笹 博充 生涯学習スポーツ課長補佐(ジオパーク推進室長)小川 正俊 

青少年指導センター所長 塚本 義雄 市民センター所長   篠塚 信次 

公正図書館長     大塚  明   銚子高等学校事務長  高森 良文 

    

５ 議題等 

議案第２８号  平成２９年度銚子市一般会計（教育費）補正予算要求について 

議案第２９号  教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価

の結果について 

報告      西部地区中学校統合校の校名候補について 

 

 

６ 議事の内容 

【教育長】 開会宣言 午後３時００分 

ただいまより、平成２９年８月銚子市教育委員会定例会を開会いたします。 

では、直ちに本日の会議を開きます。 

はじめに、議事録の承認についてお諮りいたします。 

７月２８日に開催いたしました平成２９年７月教育委員会定例会の議事録を事前に

お配りしておりますが、よろしければ承認したいと思います。ご異議ございませんか。 

（異議なしの声あり） 
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【教育長】 

ご異議ないものと認めますので、当該議事録について承認いたします。 

【教育長】 

次に教育委員会に関する報告をいたします。 

【教育長】 

 

（別添資料により報告） 

 

【教育長】 

その他、教育委員より報告することがございましたら、お願いします。 

【教育長】 

ないようですので、議事に入ります。 

日程第１  議事録署名委員の指名を行います。 

議事録署名委員は、先例にならい、大八木委員、伊藤委員とします。 

【教育長】 

続きまして、日程第２ 議案第２８号を議題といたします。 

議案を職員に朗読させます。 

        （職 員 朗 読） 

【教育長】 

所管課長の提案理由の説明を求めます。 

【学校教育課長】 

議案第２８号 平成２９年度銚子市一般会計 教育費補正予算要求について説明し

ます。議案書の３枚目、「平成２９年９月補正予算総括表」をご覧ください。今回の

補正予算は、学校教育課所管分のみの要求となり、２事業で３４１万８千円の増額補

正の要求です。２事業ともに要保護・準要保護児童生徒に対する就学援助経費です。 

就学援助経費は、経済的な理由により就学困難な児童・生徒に対する就学援助に要

する経費で、上段の小学校については、新入学児童学用品費等の一人あたりの支給単

価の改定及び現在は中学校のみを対象としている入学前の支給について、対象範囲を

小学校まで拡大することに伴う増額分を計上したものです。下段の中学校については、

同様に新入学生徒学用品費等の一人あたりの支給単価の改定に伴う増額分を計上した

ものです。新入学児童生徒学用品費等とは、入学に要する費用の負担軽減を図るため、

支給するものです。 

以上で議案第２８号 平成２９年度銚子市一般会計（教育費）補正予算要求の説明

を終わります。よろしくご審議のほどお願いします。 

【教育長】 

以上で説明は終わりました。 

これより質疑に入ります。質疑はございませんか。 

【教育長】 

平成３０年度小学校入学予定者に対しての支給についての説明をもう一度お願いし

ます。 
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【学校教育課長】 

今まで、中学校入学の子どもたちに対しましては、小学校６年生の段階で、準要保

護であることがわかっている場合は、手続きを経て、支度金という形で入学前に支給

をしておりました。ところが小学校につきましては、まだ準要保護の認定ができてお

りませんので、基本的には入学後に申請を出していただいて、認定をされたものに対

し７月に支給をしておりました。 

しかし、それについても小学校と同様に、３月に事前支給できないか、という強い

要望がありまして、今回なんとか事前に認定の調査、手続きを経て、支給ができるよ

うにしたものです。 

【鈴木委員】 

調査の進め方はどのようになっていますか。 

【学校教育課長】 

基本的には申請書を出していただいて、それを該当する要綱に基づいて認定する、

もしくは該当外であれば民生委員さんのご協力を得て認定しているところでございま

すが、その作業を前倒ししまして、まだ未就学の段階の子どもたちの家庭について、

１月ぐらいに早めにスタートして、３月には支給できるように取り組んでいこうとい

うことです。 

【教育長】  

ランドセル購入ですとか、入学に係る費用の足しにするために、入学前に支給して

はどうかという声がありまして、それに沿って、前倒しして支給するということです。 

【鈴木委員】 

説明会を行うのが難しくなりますね。 

【教育長】  

どういった方法が一番いいかは、十分検討しながら進めていきます。 

【鈴木委員】 

１００人いたら１００人に伝わるような周知を行っていただくようお願いします。 

【教育長】  

これをもって、質疑を終結します。 

これより討論に入ります。討論はございませんか。 

【教育長】 

討論なしと認めます。 

これより採決をいたします。議案第２８号について、原案のとおり承認することに

賛成の委員の挙手を求めます。 

【全委員】 （挙手） 

【教育長】 

挙手全員であります。 

よって、議案第２８号は原案のとおり承認することと決しました。 

【教育長】 

続きまして、日程第３ 議案第２９号を議題といたします。 

議案を職員に朗読させます。 
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        （職 員 朗 読） 

【教育長】 

所管課長の提案理由の説明を求めます。 

【教育総務課長】 

議案第２９号「教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況の点検及び評

価の結果について」ご説明いたします。 

これは、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２６条の規定により、教育委

員会は、毎年、その権限に属する事務の管理及び執行の状況について、点検及び評価

を行い、その結果に関する報告書を作成し、議会に提出するとともに、公表しなけれ

ばならないこととされております。 

報告書は、１ページに概要を述べ、２ページから２３ページまでは、事業ごとに目

的・内容・平成２８年度の実施状況・今後の課題等・教育委員会の評価を、２４ペー

ジから２６ページまでに学校等及び社会教育施設等の概要、現状・課題・教育委員会

の評価を記述し、最後に千葉科学大学薬学部教授の田井中(たいなか) 幸司(こうじ)

氏による学識経験者の意見を掲載いたしました。 

内容につきましては、７月に開催した委員協議会で協議していただいた結果、この

度、配付させていただいた報告書の内容となっております。 

今後の予定でございますが、本日の報告書についての議決をいただきました後に、

９月の市議会に提出し、同時に銚子市教育委員会のホームページで公表させていただ

くという予定になっております。 

以上で、議案第２９号の説明を終わります。よろしくご審議のほど、お願い申し上

げます。 

【教育長】 

以上で説明は終わりました。 

これより質疑に入ります。質疑はございませんか。 

【教育長】  

質疑なしと認めます。 

これより討論に入ります。討論はございませんか。 

【教育長】 

討論なしと認めます。 

これより採決をいたします。議案第２９号について、原案のとおり承認することに

賛成の委員の挙手を求めます。 

【全委員】 （挙手） 

【教育長】 

挙手全員であります。 

よって、議案第２９号は原案のとおり承認することと決しました。 

【教育長】 

続きまして、日程第４ 報告について所管課長から説明をお願いします。 

【教育総務課長】 

先程開催されました総合教育会議でもご説明させていただきましたが、西部地区中
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学校の統合校の校名候補につきまして、第２回西部地区中学校統合準備委員会が８月

２２日に開催されまして、銚子西（ちょうしにし）、西（にし）、西部（せいぶ）、銚子

みらい（ちょうしみらい）の４個が校名候補として決定したので報告します。 

来月２９日開催の教育委員会で校名の候補を１個に決定させていただこうと思いま

すので、その間、よろしくご協議をお願いいたします。 

以上で報告を終わります。 

【教育長】 

以上で説明は終わりました。 

ただいまの説明に対しまして、ご意見、ご質問等はございませんか。 

【教育長】 

当日の準備委員会の中での、委員の方々の意見は、銚子市立銚子西中学校という意

見に、みなさん賛成でありました。それを含めてお考えいただいて、次回の教育委員

会定例会の中で決定してまいりたいと思います。 

【教育長】 閉会宣言 午後３時２２分 

以上をもちまして、平成２９年８月銚子市教育委員会定例会を閉会いたします。 

 

 

銚子市教育委員会会議規則第18条第2項の規定により署名する。 

 

  平成２９年９月２９日 

 

 

              署名委員   大 八 木 鷹 次 

 

              署名委員   伊 藤 晴 美 


